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刑事司法関係機関におけるアセスメント機能等の強化 

 

 

  

法務省は，矯正施設において，犯罪をした者等について，福祉サービスのニーズを早期に把握し，円

滑に福祉サービスを利用できるようにするため，社会福祉士又は精神保健福祉士を非常勤職員として

配置している。さらに，刑事施設においては２０１４年度（平成２６年度）から，少年院においては２０１５

年度（平成２７年度）から，福祉専門官（社会福祉士，精神保健福祉士又は介護福祉士の資格を有する常

勤職員）の配置を進めている。社会福祉士等の配置施設数の推移は資３-34-１ のとおりである。また，

２０１８年度（平成３０年度）からは大規模な刑事施設８庁において，認知症スクリーニング検査等を実施

し，認知症等の早期把握に努めており，２０１９年度（令和元年度）からは，新たに女子刑事施設２庁を加

えた１０庁で実施している。 

少年鑑別所において、２０１５年の少年鑑別所法（平成２６年法律第５９号）施行後，地域援助の一環と

して，いわゆる入口支援※1への協力が適切に行えるよう，アセスメント機能の充実を図っている。 

具体的な取組状況として，被疑者等の福祉的支援の必要性の把握のために，検察庁からの依頼を受け

て，知的能力等の検査を実施しており，２０１９年は２３８件の依頼を受けた。 

保護観察所において，福祉サービス利用に向けた調査・調整機能の強化のため，福祉的支援等を担

当する保護観察官が，福祉的支援に関する講義を含む保護観察官向けの研修に参加しているほか，社

会福祉士会等が主催する研修に積極的に参加したり，刑事司法関係機関と福祉関係機関が参加する福 

祉的支援に関する事例研究会に参加するなどして，保護観察官のアセスメント能力の更なる向上等を

図っている。 

  

  

出典：令和２年版 再犯防止推進白書 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 「東京都 犯罪お悩みなんでも相談」 

東京都の「犯罪お悩みなんでも相談」について御紹介します。 

この事業は，地域再犯防止推進モデル事業として令和２年度から実施されているもので，東京都内

在住の万引きなどの犯罪行為をしてしまう本人やその家族又は関係者等を対象とし，社会福祉士等の

福祉専門職が電話相談に応じ，適切な支援機関等に結び付け，刑務所出所者等の再犯防止を図るもの

です。 

■電話番号：0５０－３１３８－２００９ 

■実施期間：令和３年４月１日(木)～令和４年３月３１日(木) 

■受付日・時間：火曜日・木曜日(祝日，年末年始を除く) 

         午前９時～午後５時 

■対 象：都内在住で，万引きなどの犯罪行為をしてしまう

御本人，その御家族又は関係者の方など 

■社会福祉士や精神保健福祉士が電話相談を受け付けます。 

 

 「関東更生支援ネットワーク」 

 今年度，新たに東京矯正管区と関東地方更生保護員会による「関東更生支援ネットワーク」が設立さ

れました。 

 関東更生支援ネットワークとは，関東甲信越・静岡地域を所管する法務省の組織である「東京矯正管

区」と「関東地方更生保護委員会」が新たに立ち上げた，罪を犯してしまった人達を支える人・組織をつ

なぐネットワークで，地域の再犯防止・更生支援に関するイベントなどを紹介するメールマガジンの配信

や，罪を犯した人たちのことを学ぶセミナー・スタディツアーの開催等を企画しています。 

 詳細については，東京矯正管区フロントページ内「関東更生支援ネットワーク」を御参照ください。 

  

  

出典：東京都 都民安全推進本部 都民安全推進課「犯罪お悩みなんでも相談」 

メールマガジン配信 

■更生支援関係のイベント情報 

■会員からの情報など 

セミナー・スタディツアー 

■更生支援関係のセミナー 

■矯正施設等のスタディツアーなど 

お申込み 

■メール（東京矯正管区更生支援企画課まで） 

 


